
県発注工事で発生する土砂の受け入れ先募集について 

平成２４年８月１日 

県 北 建 設 事 務 所 

１．趣旨 

   福島県県北建設事務所では現在、東北地方太平洋沖地震に伴い地すべりが発生した地すべ 

り防止区域高清水地区（福島県福島市飯坂町湯野字角間下地内）において大規模な土工工事 

を実施しております。本工事では、約 60,000m3 の土砂を掘削する計画であり、掘削した土砂 

は管内で実施される公共事業に流用し有効活用を図っているところですが、県民の皆様に土 

地の埋立や盛土材料として活用していただくために、約 30,000m3 について土砂受け入れ可能 

な方を募集します。 

つきましては、下記の申し込み条件などをご確認のうえ、お申し込み下さい。 

 

２．土砂が発生する工事 

   工 事 名）緊急砂防等災害関連工事（地すべり） 

   工事箇所）福島市飯坂町湯野字角間下地内（詳細は別図のとおり） 

   そ の 他）発生する土砂は風化した凝灰岩が主体ですが、粘性土も含んでいます。 

        搬出土砂の空間放射線量（地上 1cm）は 0.1～0.3μSv／h程度です。 

 

３．申し込み条件 

   申し込み条件は以下のとおり。 

  １）受け入れ可能な土量が概ね 5,000m3 以上／箇所であること。 

  ２）受け入れ土砂の土質は問わないこと。 

  ３）工事箇所から受け入れ地までの運搬距離が概ね 50ｋｍ以内であること。 

４）大型ダンプトラック(10t 車)により土砂運搬を行うため、工事現場から受け入れ地まで 

の通行及び受け入れ地内での土砂積み下ろし場所が確保できること。 

  ５）受入れ地は、申込者本人が所有している、または所有者の同意が得られていること。 

    （申し込みにあたって、申込者本人が所有していることを示す書類、または所有者の同 

意を得ていることを示す書類の提出が必要です。） 

  ６）法律上、埋め立てまたは盛土を行うことが可能な土地であること。 

  ７）受け入れにあたって費用負担を、本県及び工事請負者に求めないこと。 

  ８）受入れ地で土砂の転圧が必要な場合は個人負担とすること。 

（押土と敷均しまでは県側で行います） 

  ９）土砂受け入れに際し、受入地の近隣住民などに対する事前説明は申込者側で責任を持っ 

て行えること。 

  10）受け入れが平成 24 年 5 月から可能な場所であること。 

 

４．申し込み方法 

   別紙申込書に必要事項をご記入の上、以下によりお申し込みください。 

 １）申し込み期間 

    平成２４年４月１０日（火）午前９時から平成２４年１０月３１日（水）午後５時迄 

 ２）申し込み方法 

    申込書を、持参・郵送のいずれかで提出してください。 

 ３）申込書の提出先およびお問い合わせ先 

    福島県県北建設事務所河川砂防課 須田主任主査、鈴木主査 

     〒９６０－８０４３ 福島市中町７番１７号ふくしま中町会館７階 

     電話番号：０２４－５２２－２１１３ 

     FAX 番号：０２４－５２２－２１２６ 

 

５．申し込み後の手続 

 １）お申し込みいただいた順に、受け入れ時期や受け入れ土量などについての協議を行います。 

 ２）当事務所職員等が現地確認を行います。その際は立ち会いをお願いします。 



 

土砂受入申込書 

 

提出年月日  平成２４年  月  日 

 

 福島県県北建設事務所長 様 

 

申込者 住  所： 

 

氏  名：             ○印  

 

電話番号： 

 

下記のとおり、土砂受け入れを申し込みます。 

記 

 

受入地の所在地 

 

 

    市・郡     町   大字     字     番地 

 

受 入 可 能 土 量 

 

 

V=            m3 

 

土砂の利用目的 

 

 

□土地の埋め立て 

 

□土地の盛土 

 

□その他（                         ） 

 

 

受 入 希 望 時 期 

 

 

平成２４年  月  日から 

 

平成２４年  月  日の間 

 

 

受 入 地 の 地 目 

 

□宅地 

□畑 

□田 

□その他（                         ） 

 

添 付 書 類 

 

□受入地までの案内図（住宅地図等に朱書きで明示） 

□受け入れ地が申込者本人所有であることを示す書類 

□受け入れ地の所有者の同意を得ていることを示す書類 

□農地転用許可証の写し（農地の場合） 

□開発行為許可証の写し（5ha 以上の場合） 

□その他 

【□欄には該当箇所にレ印を付けて下さい。】 

 

 

 



 

 

 

切土発生箇所 

・地山掘削 

・法面整形 

土砂発生箇所 


